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泉南市教育委員会令和３年第２回定例会会議録 

 

 

（１）日時・場所 

    令和３年２月８日（月） 

    午後３時 00分 開会   午後４時 01分 閉会 

    泉南市埋蔵文化財センター 講堂兼視聴覚室 

 

（２）教育委員会出席者 

    古川 聖登   教育長 

    片木 哲男   教育委員会委員（教育長職務代理者） 

    薮内 進    教育委員会委員 

    栁澤 泰志   教育委員会委員 

    太田 淳子   教育委員会委員 

 

（３）事務局出席者の職氏名 

    阪上 浩之   教育部参与 

    桐岡 秀明   教育総務課長 

    高山 智史   生涯学習課長 

    石橋 広和   教育部参事（人権・ＷＭＧ担当） 

    山口 雅美   教育部参事（青少年センター館長） 

    西村 信子   文化振興課長 

    岩崎 誠    指導課長 

    北口 隆    教育部参事（教職員人事担当） 

    奥田 好幸   人権国際教育課長 

 

（４）休憩・遅刻等について 

     

 

（５）会議録署名者の氏名 

    古川 聖登 

    栁澤 泰志 
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泉南市教育委員会 令和３年第２回定例会 議事日程 

令和３年２月８日（月）午後３時 00分 開会 

泉南市埋蔵文化財センター 講堂兼視聴覚室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

 

 

 

日程第４ 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

議案第３号 

開   会 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）東京 2020 オリンピック聖火リレートーチの市町村

巡回展示について 

（２）「ＳＮＳノートおおさか」の活用について 

 

成年年齢の引下げに伴う泉南市成人記念祭の在り方につ

いて 

令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第 10号）（教

育委員会所管分）について 

令和３年度泉南市教職員人事について 
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午後３時 00分開会 

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育委員

会令和３年第２回定例会を開催いたします。 

 出席者が過半数であり、定足数に達しており

ますので、会議は適法に成立いたしました。 

 これより、日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 本日の会議録署名者は、教育委員会会議規則

第 13 条により、教育長のほかに教育長におい

て栁澤委員を指名いたします。 

 次に、日程第２、報告第１号、教育長報告を

議題といたします。 

 

 緊急事態宣言が延長されまして、依然として

油断できない日々が続いております。私たちは、

引き続き他人との距離をとること、いわゆる

「ソーシャル・ディスタンス」が求められてい

ます。しかし、WHO では、社会的距離を意味す

る「ソーシャル・ディスタンス」ではなく、「フ

ィジカル・ディスタンス」つまり、物理的・身

体的な距離を意味する用語を使うことを勧め

ています。「ソーシャル・ディスタンス」では、

人と人とのつながりを制限しなければならな

いとの誤解が生じ、孤立や分離を招いてしまう

からです。 

 私たちは、同じ社会を生きているという方向

感覚だけは決して失わないようにしたいもの

です。そのためにも、手紙やメール、リモート、

電話などでお互いに励まし合い、「かえって心

の距離は縮まった」という社会を構築すること

が、真にコロナ禍を乗り越えたことになるので

はないかと思います。 

 「教育長だより 24」を御覧ください。「オン

ラインでの話し方のコツ」を７点にわたり情報

提供させていただきました。皆様にもお役に立

てばと思います。 

 なお、小中学校再編計画の住民説明会につい

ては、２、３月に実施予定でしたが、緊急事態

宣言の延長と、より安心してお話を聞いていた

だけるようにするために、４、５月に延期させ

ていただきました。 

 コロナ禍は悪いことばかりではありません。

市の財政状況が厳しい中、国のコロナ対策費等

を活用して、学校教育の環境整備も順次進めて

いるところでございます。児童生徒全員には、

タブレットが行き渡りましたし、大型モニター

や教職員用のパソコンなどは、これから順次導

入していきます。 

 また、子どもたちの情報モラル教育のために、

教材「SNSノートおおさか」を泉南市、松原市、

守口市の３市で共同開発しており、ついに完成

の運びとなりました。明日９日に公表され、学

校に提供する予定です。 

 最後に、今回大阪府で校長試験、教頭試験が

行われ、それぞれ校長試験に４人、教頭試験に

２人が合格されました。次々と若い世代が育っ

てきておりますことをお伝えし、私の報告とさ

せていただきます。 

 ただいまの報告に対しまして、御質問・御意

見等はございませんか。 

 ないようですので、以上で本報告を終了いた

します。 

 次に日程第３、報告第２号、事務局報告を議

題といたします。生涯学習課から東京 2020 オ

リンピック聖火リレートーチの市町村巡回展

示について報告があります。 

 高山生涯学習課長。 

 

○高山生涯学習課長 それでは私から御説明

させていただきます。東京 2020 オリンピック

の聖火リレートーチを泉南市で展示すること

になりました。 

 日時は２月 10 日水曜日 10 時から 17 時まで

と、祝日を挟んで２月 12日金曜日 10時から 16

時までとなっています。千早赤阪村から来て、

泉南市に置いて、その後、岬町に運ぶという形

になっております。 

 このリレートーチですが、高さ 60 センチメ

ートルぐらいで重さ 1.2キログラムです。高さ

60センチメートル程度の台の上に乗せ、透明な
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箱に入った形で展示します。 

 当然、会場が混み合わないようにし、展示物

に触らないようにロープ等でガードした上で

展示をさせていただきたいと考えております。 

 私からは以上となります。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんか。 

 薮内委員。 

 

○薮内委員 これは全国で巡回しているとこ

ろだと思うんですけれども、どれくらいの市町

村を巡回されるのですか。 

 

○高山生涯学習課長 ごめんなさい。ちょっと

そこまでは把握できていません。すみません。 

 

○薮内委員 分かりました。 

 

○古川教育長 ほかにございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、次に指導課から「SNS ノートおお

さか」の活用について報告があります。 

 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 報告第２号、事務局報告、

「SNS ノートおおさか」の活用について、御報

告させていただきます。 

 先ほど教育長報告でございましたように、泉

南市、松原市、守口市の３市の担当者と、LINE

みらい財団、静岡大学教授が共同で、「SNSノー

トおおさか」を作成しました。 

 報告第２号の１ページの資料は、報道提供資

料として先日２月２日付けで泉南市ウェブサ

イトに掲載した内容となっております。明日２

月９日火曜日、松原市立河合小学校６年生がこ

の「SNS ノートおおさか」の教材を使用した授

業を行います。これをオンラインで中継されま

すので視聴いただくことが可能です。 

 ２ページ目は、「SNSノートおおさか」の作成

の趣旨についてです。３市の教育長のお名前で

書かれております。情報モラル教育の充実は待

ったなしの緊急課題であります。しかし、自治

体内で統一した適切な教材を継続的に確保す

るということが難しいのが現実です。本教材は、

トラブルの原因になるものは何かということ

について議論し、考えを深めていく中で気づき

や自覚を促すことを狙いとしたものとなって

おります。 

 「SNS ノートおおさか４」を御覧ください。

こちらは中学生向けの教材になっております。

ちなみに、小学校の低学年向けが１、中学年向

けが２、高学年向けが３です。 

 １ページは目次です。中学生向けとなってお

りますが、イラストやカードが多く、非常に文

字数の少ない教材となっております。「情報を

活用しよう」、「カードで学ぼう」、「情報を活用

しよう」、「保護者のみなさまへ」といった構成

で、子どもたちが考えて書き込んだり、活用し

たりできるといった内容となっております。 

 今後これらを泉南市内の小中学校で積極的

に活用していき、子どもたちがしっかりとした

タブレット端末の使い手になるように、子ども

たちが SNSトラブルの被害者、加害者にならな

いような正しい使い方を身につけていただく

ことを目的に、指導課としても取り組んでまい

りたいと考えております。 

 「SNS ノートおおさか」の活用については以

上です。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 子どもたちを信頼しての話では

ありますが、例えば、生徒が不正アクセスをし

て、教員のパソコンに入っている生徒の成績の

ような個人情報を見てしまうという危険性は

ありますか。それと、そういったことを防止す

るためにどのようにお考えなのか聞かせてい



- 5 - 

ただきたいです。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 子どもたちのタブレット端

末から先生方のタブレット端末への情報の漏

えいがないのかという御心配の御意見でござ

いましたが、子どもたちが学習で使うタブレッ

ト端末については、まず教員のパソコンとはリ

ンクしておりません。そして、学習で必要な最

低限のインターネットサイトにアクセスでき

るように「i フィルター」というソフトを使用

しまして、検索できないワードを細かく設定い

たしまして、非常に縛りのきつい端末となって

おります。そういった御心配というのは我々も

考えられる範囲の中で対応している状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御質問・御意見等はございませんか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 前回の定例会でいただきました

大阪府市町村教育委員会研修会のオンライン

研修会についてですが、その研修の中で、熊本

市の小学校は、タブレット端末を利用するとき

に、機能を十分に活用していき、それがいい結

果につながると言われていました。最近ニュー

スで、タブレット端末が配られても利用制限が

非常に多くて使いづらいと聞きました。 

 泉南市の場合は、小中学校向けに「SNS ノー

トおおさか」を作成されたとのことですが、研

修会でおっしゃられていたことと同じように、

タブレット端末が持つ機能を十分生かしてい

くということで、最初から多くの利用制限をか

けずに、よきデジタルシーンを目指すんだとい

う方向で「SNS ノートおおさか」をつくられて

いるのでしょうか。泉南市の方針というのを聞

かせていただきたいと思います。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 片木委員が御覧になった熊

本市の取組ですけれども、本市も熊本市で取り

組んでいらっしゃるビデオに出てきた講師の

方を 11 月にお招きして、学校の管理職、それ

から ICT担当者に向けて、御講演、御講義いた

だいたところでございます。 

 タブレット端末の機能を十分に活用するた

めに、12、１月にタブレット端末を学校に配付

しました。そして、学校から教育委員会への問

合せ内容の一例を紹介いたしますと、子どもた

ちが何でも閲覧できるようなインターネット

の設定はしておりませんが、やはり学校の取組

によっては、こういうところが見たい、こうい

うことを調べるのに使いたい、という意見がご

ざいます。そこに対しては、個別に閲覧できる

ように対応しているのが現状でございます。 

 制限をかけたタブレットを渡すから、これで

使いなさいではなく、学校とやり取りしながら

必要なところは使えるように制限を解除する

ということをやっているというのが現状です。

利用制限が多くて使いづらいということに対

しては、現在確かにそのような意見もある中で、

日々お声を聞きながら使いやすいものへと対

応させてもらっているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 よろしいですか。 

 薮内委員。 

 

○薮内委員 例えば、Ａ中学校から問合せが来

た案件に対して、使えるように制限を解除した

ことは、ほかの中学校にも適用されているので

すか。 

 

○古川教育長 薮内委員。 

 

○岩崎指導課長 薮内委員がおっしゃるよう
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に、市内全ての端末に対して適用します。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ほかにございますか。 

 太田委員。 

 

○太田委員 この「SNS ノートおおさか」は、

小学校や中学校でこのノートを使う、授業で活

用する機会はあるのですか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 現在、学校では総合的な学習

の時間、道徳、技術・家庭、そういったところ

で情報モラルに関する指導が行われています。

これまでの指導で行われている時間に、「SNSノ

ートおおさか」を活用いただけるものと思って

おります。このために何か新しい授業を組み立

てるということではなく、これまでの授業の中

でこの教材を活用していただきたいと考えて

おります。 

 併せて、保護者の方にも見ていただく機会を

もっていただくことは非常に効果的であると

考えております。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 では、この件はここまでにいたしまして、ほ

かに事務局報告はございますか。 

 ないようですので、以上で本報告を終了いた

します。 

 次に、日程第４、議案第１号、成年年齢の引

下げに伴う泉南市成人記念祭の在り方につい

てを議題といたします。 

 本議案の説明を生涯学習課からお願いしま

す。 

 高山生涯学習課長。 

 

○高山生涯学習課長 それでは私から、議案第

１号、成年年齢の引下げに伴う泉南市成人記念

祭の在り方について、御説明させていただきま

す。 

 令和４年４月１日から民法の改正により、現

在の成年年齢 20歳が 18歳に引き下げられるこ

ととなります。それに伴い、泉南市で実施して

いる泉南市成人記念祭の対象年齢について検

討していただきたいと思っているものです。 

 次のページに、成年年齢引下げに伴う泉南市

成人記念祭の在り方についてというレジュメ

の２ページを御覧ください。 

 ２ページの２の（１）内閣府が平成 30 年に

実施した、成年年齢引下げに関する世論調査結

果がございまして、表１を見ますと、16歳から

22 歳の若年層を対象にした調査では 20 歳の年

に成人式を行うということを望む声が 71.9％

と最も高いです。また、40 歳から 59 歳の年齢

層の方々に対するアンケート調査につきまし

ても、20 歳でするものが 55％と 18 歳、19 歳、

20歳、21歳の中で 20歳にするものが最も高い

です。 

 続きまして３ページを御覧ください。国の分

科会が全国 1,741の市町村及び特別区を対象に

アンケート調査をいたしました。それにつきま

しても、20歳の年に成人式を行うことを望む声

が 91％と最も高い結果になっております。 

 続きまして４ページ、ここには先月の１月 15

日に大阪府内市町村のホームページ等で確認

したところ、府内 43市町村のうち 15の市町が

ホームページに記載しておりまして、その全て

が基本 20 歳に達する人に対して成人式を行う

と記載がありました。また、ホームページで確

認できなかったところが 28 団体です。現在 20

歳以外で成人式を行うと発表されている大阪

府内の市町村はありません。 

 続きまして５ページ、６ページにつきまして

は、18 歳、19 歳、20 歳で成人式を行うことに

関するメリット、デメリットをそれぞれ記載し

ております。 

 以上の結果、泉南市におきましても今までど

おり成人記念祭については 20 歳の年に実施す
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るのがいいのではないかということを教育委

員の皆様に諮っていただきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○古川教育長 この記念祭の在り方の決定に

際しては、おおよそ 20 歳のころにやってはど

うかというような議論はありましたけれども、

やはり教育委員会の中で一定の御議論の後に

市としても決めた方がよいという私の判断で、

議案とさせていただきました。 

 この件に関して、何か御質問・御意見等はご

ざいますか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 最後のページに、大阪府内で既に

決定されている市町があって、いろんなことを

踏まえて考えられた結果だと思います。５ペー

ジ、６ページのメリット、デメリットについて

読ませていただいたら、まず 18 歳は基本的に

高校３年生ですし、１月 10 日前後は受験が佳

境であると思います。また、来年コロナが収束

していることを願いますが、恐らく保護者とし

てもかなり神経過敏になって出席率が低い可

能性も出てくると思われます。一方、19歳で実

施するとしても、成人になるということで自己

責任、市長等々祝辞を述べられるんでしょうけ

れども、やはり今までの実情や感覚で、これか

ら社会に出てという言葉も響かないのではな

いかということも考えられます。また、飲酒問

題が発生する可能性もあります。私としては、

20 歳という一つの線引きで今までどおり実施

したらいいのではないかという意見です。 

 

○古川教育長 ありがとうございます。ほかに

御意見・御質問等はございますか。 

 太田委員。 

 

○太田委員 私も 20 歳の成人記念祭がいいと

思います。１月の３連休あたりは共通テストも

控えているので、もし 18 歳で成人記念祭があ

ると、なかなか参加できる高校生はいないので

はないかなと思います。やっぱり今までが 20

歳だったからというのもあるのですが、高校３

年生で成人式をするよりも、大学入学や就職を

経て、その後 20 歳になってもう一度地元の友

人と再会し、それぞれ成長した姿を見るという

のが私は好ましいのかなと思います。 

 

○古川教育長 ありがとうございます。ほかに

ございますか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 今回、民法の改正で成年年齢が 18

歳になったわけですけれども、飲酒や喫煙は従

来どおり 20歳の年齢制限が継続されます。 

また、18歳だとちょうど受験の時期で、非常

に神経質になっている時期であると思います。

そういう時期に実施するよりも、年齢制限がな

くなり、受験等が落ち着く 20 歳という時期を

迎えられたときに成人記念祭を実施するほう

が私はいいと思います。 

 

○古川教育長 ありがとうございます。 

 薮内委員。 

 

○薮内委員 皆さんにもう意見を全て言って

いただきましたので、私も 20 歳がいいかなと

思います。 

 

○古川教育長 御意見をいただきましてあり

がとうございます。 

 私も同感でございまして、片木委員がおっし

ゃるように成人としてできることが 20 歳で一

応完結するということもございますし、一度高

校を卒業して再会するということに意義があ

ることかなというふうにも考えております。そ

うしたことからも皆さんの意見に賛成でござ

います。 

 一方、令和４年４月１日の改正と同時に 18
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歳の人、また 19 歳の人も含めて成人としてで

きることがあるわけでございまして、それにつ

いては８ページの３、今後の検討課題の（２）

になるのですが、何らかの形で周知して自覚を

促すということをしてもいいのではないかと

思います。その方法については今ここで決める

ものではありませんが今後の検討課題です。前

後しますが、（１）式典の名称についても、今

ここで決めるのではなく、今後検討して決定を

していくことになろうかと思います。 

 また、式典の在り方なども改めて検討するこ

とが望ましいかと存じます。そういったこと含

みで本市としては成人記念祭の在り方は 20 歳

で実施するのが適当であるということでお諮

りしたいと思います。 

以上で質問・意見等を終了し、議案第１号を

採決します。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございませ

んか。 

 ありがとうございます。全員異議なしと認め

ます。 

 よって、議案第１号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第５、議案第２号、令和２年度大

阪府泉南市一般会計補正予算（第 10号）（教育

委員会所管分）についてを議題といたします。 

 本議案の説明を教育総務課からお願いしま

す。 

 桐岡教育総務課長。 

 

○桐岡教育総務課長 それでは、議案第２号、

令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第

10 号）（教育委員会所管分）について、御説明

させていただきます。 

 本件は、令和２年度の一般会計補正予算（第

10号）を要求するに当たりまして、教育委員会

の意見を聴取するため、提案するものでござい

ます。 

 ２ページに総括、３ページに歳入と歳出を掲

載しております。今回の補正予算は３月議会に

要求するものでございます。 

 歳入におけるマイナス表示、予算の減額につ

きましては、市へ入ってくる予定だったお金が

当初の予定額どおりに入ってこなかった、少な

かったということを意味しております。 

 また、歳出におけるマイナス表示、予算の減

額につきましては、事業に関する支払いの経費

が当初の予定額より少なかったということを

示しております。 

 １．総括についてです。教育総務課、歳入が

０円、歳出がマイナス 1,059 万 5,000 円です。

生涯学習課、歳入が０円、歳出がプラス 121万

5,000 円です。文化振興課、歳入０円、歳出が

マイナス 34 万 2,000 円です。指導課、歳入が

マイナス 1,721 万 5,000 円、歳出が０円です。

人権国際教育課、歳入がマイナス 610万円、歳

出がマイナス 6,197万 2,000円となります。教

育委員会の合計が、歳入がマイナス 2,331 万

5,000 円、歳出がマイナス 7,619 万 4,000 円に

なります。 

 その内訳につきましては、３ページです。２．

歳入についてです。１つ目、指導課、教育総務

費補助金がマイナス 1,721万 5,000円。これは

家庭学習のための通信機器整備支援事業にお

きまして、SIM カードの購入金額単価が減少し

たことにより、国からいただきます公立学校情

報機器整備費補助金が減額されたものでござ

います。 

 ２つ目、人権国際教育課、徴収金収入、補正

額がマイナス 610万円。これは新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴いまして、JET メンバーの

来日が延期したため、徴収すべき JETのメンバ

ーの住宅家賃を減額するものでございます。 

 ３．歳出についてです。１つ目、教育総務課、

施設保全整備事業、補正額がマイナス 459 万

5,000 円。こちらは PCB 処理業務、委託業務で

す。これの落札による減額。そしてその業務の

一部を次年度業務にすることにより、委託契約

を減額するものでございます。 
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 ２つ目、教育総務課、中学校給食提供事業、

マイナス 1,050万円。こちらはコロナウイルス

感染症対策で４、５月が臨時休業となったこと

により、中学校の給食調理等業務委託料を減額

するものでございます。 

 ３つ目、生涯学習課、市民体育館等指定管理

事業、プラス 121万 5,000円。これは令和２年

４月の緊急事態宣言に伴いまして閉館いたし

ました。それに伴って、当該施設の指定管理者

へ、脱コロナ協力活動支援として計上するもの

でございます。 

 ４つ目、文化振興課、文化ホール指定管理事

業、マイナス 116万 6,000円。これは当該施設

のピンスポットライト購入にかかります落札

による減額でございます。 

 ５つ目、文化振興課、文化ホール指定管理事

業、プラス 82 万 4,000 円。こちらも先ほどの

市民体育館と同様、緊急事態宣言に基づく文化

ホール休館要請に伴い、指定管理者へ脱コロナ

協力活動支援として計上するものでございま

す。 

 ６つ目、人権国際教育課、人件費事業、マイ

ナス 4,151万 6,000円になります。こちらは新

型コロナウイルス感染症拡大による JETメンバ

ーの来日が延期にしたことに伴いまして、会計

年度任用職員の報酬を減額するものでござい

ます。 

 最後、人権国際教育課、JET プログラム事業

がマイナス 2,045万 6,000円。これにつきまし

ても、新型コロナウイルス感染症拡大による

JET メンバーの来日が延期したことに伴いまし

て、関係の諸経費等予算を減額するものでござ

います。 

 以上、令和２年度大阪府泉南市一般会計補正

予算（第 10号）（教育委員会所管分）要求案と

なりますので、御審議いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 

○古川教育長 これは３月議会にかける予算

のうち教育委員会所管分を抽出したものです。

この時期は例年のように不用額等が発生した

ものを計上することになっております。 

 御質問・御意見等はございますか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 ３．歳出、文化振興課のピンスポ

ットライト購入の落札減が 116万 6,000円。こ

れは当初事業費として予算化していたものと

の落札価格に差があり、非常に下がったので、

これだけの金額が出てきたということですね。

116 万の減はすごく多いなと思います。本来の

予算化していたものは金額としていくらだっ

たのですか。 

 

○古川教育長 西村文化振興課長。 

 

○西村文化振興課長 当初予定していました

ものが約 650万円を予定しておりました。それ

が約 430 万で落札されたため、落札減額が 116

万 6,000円でした。 

 

○古川教育長 よろしいですか。 

 

○片木委員 約 20％、予定額より安くなったと

いうことですね。分かりました。 

 

○古川教育長 ほかにございますか。 

 よろしいですか。 

 ちなみに、令和２年度に新型コロナウイルス

感染症対応の地方創生臨時交付金が国からご

ざいます。それについても、また何らかの形で

教育関係の予算が組めるかどうか今検討して

いるということも併せてお伝えさせていただ

きます。 

 それでは、議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございませ

んか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は承認することに決定い
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たしました。 

 次に、日程第６、議案第３号、令和３年度泉

南市教職員人事についてを議題といたします。 

 教職員人事につきましては、人事に関する案

件であるため、泉南市教育委員会会議規則第８

条第１項の規定に基づき、秘密会として議論す

ることを発議します。 

 議論を公開しない秘密会にするには、泉南市

教育委員会会議規則第８条第１項の規定によ

り、教育長または委員の発議により、出席委員

の３分の２以上の多数の議決を要し、かつ、同

条第２項により、討論を行わないでその可否を

決しなければならないことと規定されており

ます。 

 よって、直ちに本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 令和３年度泉南市教職員人事については、公

開しない秘密会により議論をすることに御異

議ございませんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、本議案については、秘密会により議

論をすることに決定いたしました。 

 恐れ入りますが、傍聴の方及び「教育委員、

教育委員会事務局については教育部長、教育参

与、教職員人事担当参事の３名」以外の方は、

退席をお願いいたします。 
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〇古川教育長 それでは、退席された傍聴の方

及び教育委員会事務局職員に、再度入室してい

ただきます。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これまでの報告・議案のほかに、御質問・御

意見等はございませんか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 この３月の小中学校、幼稚園も含

めての卒業式の形態は、やはり新型コロナウイ

ルス対策を講じて実施されるのですか。 

 

○古川教育長 今のところは昨年度と同じよ
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うな形で対策をしながら実施する予定です。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 来賓も絞ってという形ですね。 

 

○古川教育長 そうですね。文部科学省の方針

もそのようなことで伝わってきておりますの

で、そのようにいたします。 

 ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、次回、泉南市教育委員会

令和３年第３回定例会の日程について、お諮り

したいと思います。 

 原則第２火曜日ということですが、日程につ

いて、教育総務課から提案をお願いします。 

 

○桐岡教育総務課長 それでは、３月の定例会

の日程ですが、３月は市議会が開催される予定

です。３月 16、17 日の火、水曜日のどちらか

で開催できたらと思います。 

 

（日程調整） 

 

○古川教育長 それでは、次回の教育委員会定

例会の開催日時は、令和３年３月 17 日の水曜

日の 15時からといたします。 

 以上をもちまして、泉南市教育委員会令和３

年第２回定例会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

署 名 （           ） 

    （           ） 


